
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  扶養控除等の判定の時期                  

Ｑ：年末調整の時期が近づいてきましたが、

扶養親族や控除対象配偶者に該当するかどう

かは、いつの時点で判定すればいいのです

か？                                           

                                             

Ａ：次のようになっています。 

【解説】 

年末調整をするにあたり、扶養親族や控除

対象配偶者に該当するかどうかをいつの時点

で判定するかですが、所得税では、その年の

12月31日現在の現況によって判定することと

されています。 

ただし、その年の中途で死亡した者につい

ては、次により判定することとなっています。 

 ①配偶者その他の親族が本年中に死亡した場

合には、その死亡時の現況で扶養親族又は

控除対象配偶者に該当するかどうかを判定

します。したがって、亡くなった日におい

て年の合計所得金額が38万円以下であれば、

扶養親族又は控除対象配偶者に該当し、年

末調整においては扶養控除又は配偶者控除

の対象となります。 

 ②本人が年の中途で死亡した場合は、その死

亡時の現況で扶養親族や控除対象配偶者に

該当するかどうかを判定します。 

 ③年の中途において出国する場合は、その出

国時の現況で扶養親族や控除対象配偶者に

該当するかどうかを判定します。 
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